
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。     ⑨ページ 
 

 

平成 30年 2月 15日 第 29‐33号 

 

②ページ  「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

   ②皆さんのご意見をお聞かせください～パブリック・コメント手続制度～       
 
次の案件について、パブリック・コメントを行います。皆さんのご意見・ご提案をお聞かせく

ださい。「パブリック・コメント手続制度」は、市の主要な施策や事業の立案を行う際に、素案

を広く公開し、ご意見やご提案をできる限り反映させるという制度です。実施期間中は市ホーム

ページ、笠間市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で素案を閲覧できます。 

（市ホームページ⇒「パブリックコメント」で検索） 

意見の提出方法 

 氏名、住所を記載の上、提出先に直接または郵送、FAX、メールで提出してください（書式自由）。 

※いただいたご意見は、市からの回答とともに市ホームページに掲載します。 
 

案件名 第 2次笠間市農林業振興基本計画（案） 

案の趣旨 市では、豊かな田園環境を背景とし、稲作を中心に、栗等の果樹や小菊をはじめ 

とする花き、畜産や野菜など、多彩な農業が営まれています。また、市の総面積 

の約 4割を占める林野では、家族経営を主とする林業が営まれています。 

一方、地区レベルでは、地域の農地や農業施設を住民が主体となって保全管理す 

る「多面的機能支払交付金事業」（旧農地・水保全管理支払交付金事業）による活 

動が、この 10年間に市内の数多くの地区で取り組まれました。また、市内で生産 

される優れた農産物や加工品を「かさまの粋」として認証する制度も広く活用さ 

れています。平成 26年には、（一財）笠間市農業公社が設立され、農地集積、担 

い手育成、農業関係者と商工観光業者が連携したアグリビジネスの展開、都市農 

村交流などの活動に先導的な役割を果たしています。これらの活動は行政だけで 

なく、農林業、商工業、観光業などに携わる関係者や、地域住民の方々の協力に 

よってなしえてきました。しかし、市の農林業は、農林業者の高齢化、担い手不 

足、米価下落に代表される農業収益の低下、生産環境の変化など、さまざまな問 

題を抱えています。近年は、イノシシによる農業被害が増え、市内の森林環境の 

保全・整備を含めた農林地における総合的な獣害対策が求められています。これ 

らの問題に対処し、市の農林業振興を図っていくためには、行政、市民、関係組 

織の連携による新たな取り組みが求められています。 

こうした背景から、市では今後 10年間の市の農林業の将来像を描くことを目指し、 

第 2次笠間市農林業振興基本計画を策定します。 

募集期間 3月 7日（水）～26日（月） 

提出先・問 農政課（内線 541）FAX 0296-77-1146 メール info@city.kasama.lg.jp 

      〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

 

 

⑲カフェナナイロ「笠間産の食材で美味しいものをつくろう！」の参加者を募集します    
 
 元笠間市地域おこし協力隊の島田さんが運営するコミュニティカフェ「カフェナナイロ」で料理

教室を開催します。季節ごとの地元食材を使って美味しいものを作ります。ぜひ、ご参加ください。 

開催スケジュール 

  3月 10日（土） 紅白いちご大福づくり 

4月 14日（土） 桜のロールケーキ 

5月 12日（土） 柏餅 

6月  9日（土） 梅の甘煮と梅大福 

7月 14日（土） 笠間の野菜たっぷり豆乳キッシュ 

9月  8日（土） 簡単モンブラン（モンブランクリームの作り方から） 

10月 13日（土） 赤米入り栗おこわと赤米甘酒アイス 

11月 10日（土） 自然薯グラタンと小原高菜漬 

12月  8日（土） おせち 3品、栗きんとん、柚子寒、たたきごぼう 

※それぞれ都合により内容が変わる可能性があります。 

時間 午後 2時 30分～4時 

場所 カフェナナイロ（笠間市笠間 1537） 

講師 さかべ ゆきこさん 

定員 各 6名（先着順） 

参加費 各 2,500円（材料、ラッピング代、お好きなドリンク代込み） 

持ち物 エプロン、手拭きタオル、筆記用具 

申込方法 メールまたは電話でお申し込みください。 

申・問 島田 メール pyrzqxgl7@gmail.com ℡ 050-5274-6112   

※電話に出られないことがありますので、できるだけメールでのお問い合わせをお願い 

します。 

            ⑳歴史散策会の参加者を募集します                
 
 笠間市民憲章推進協議会で、歴史散策会を実施します。歩きながら市内に残る歴史遺産や名所

旧跡を巡り、市の歴史や文化への理解を深めましょう。 

日時 3月 10日（土）午前 9時 30分～正午 集合：午前 9時 10分 

   ※小雨決行、荒天中止。中止の判断は当日午前 8時に行います。窓口にお問い合わせくだ 

さい。 

集合場所 諏訪グラウンド ※セレモニーホール諏訪向かいの涸沼川浄水場脇のグラウンドです。 

コース 宍戸から手越への江戸道を歩き、諏訪神社、道祖神、鬼渡神社、東性寺を巡ります。 

講師 南
みなみ

 秀
ひで

利
とし

さん 

対象 市内在住または在勤の方（年齢制限はなし） 

定員 50名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 3月 7日（水） 

申・問 笠間市民憲章推進協議会 ふるさと発見実践活動委員会（市民活動課内）（内線 133） 

 

            ③特設無料人権相談を開設します                
 
 毎日の生活の中で、人権に関わる困りごとや法律上どのようになるのか解決に導くためのご相

談です。相談は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。相談内容についての秘

密は厳守しますので、気軽にご相談ください。 

日時 3月 19日（月）午前 10時～午後 3時 

場所 友部社会福祉会館（笠間市美原 3-2-11） 

問 社会福祉課（内線 157） 


